
 

○警察用船舶運用要領 

昭和52年12月10日 

外発第349号 

改正 昭和62年１月28日例規（外）第４号 

平成12年11月７日例規（警）第45号 

平成26年11月19日例規（地）第43号 

令和２年３月30日例規（警）第17号 

注 平成26年11月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１ この要領は、警察用船舶（以下「警備艇」という。）の効率的な運用を図るために必

要な事項を定めるものとする。 

（運用の基本） 

第２ 警備艇は、その機動力と通信機能を最高度に発揮し、警察活動全般の強化に資するよ

う総合的かつ重点的に運用しなければならない。 

（運用管理） 

第３ 生活安全部地域課長（以下「地域課長」という。）は、警備艇の配置を受けた警察署

の長（以下「配置先署長」という。）並びに警察本部の関係課長及び沿岸警察署長と常に

緊密な連携を保ち、警備艇の効果的な運用を図るようにしなければならない。 

（運用計画） 

第４ 配置先署長は、警備艇の計画的な運用を図るため、翌月の運用計画（別記様式第１号）

を毎月25日までに作成し、地域課長を経由して警察本部長（以下「本部長」という。）

に報告するものとする。 

（活動） 

第５ 警備艇による活動は、船舶警ら及び特殊活動とする。 

（船舶警ら） 

第６ 船舶警らは、配置先署長が指定する当該管轄区域内の活動水域において行うものとす

る。 

２ 船舶警らに際しては、在港船を訪船し、犯罪の予防及び事故防止等についての指導、連

絡に当たるとともに、警察上必要な情勢の把握及び情報の収集に当たるものとする。 

（特殊活動） 

第７ 特殊活動は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 



 

(1) 主として陸上から関連する犯罪の捜査、警備、警戒取締り及び海難救助 

(2) 海水浴場等一時的に多数の人が集まる水域における警戒及び警ら 

２ 特殊活動は、船舶警らに優先するものとする。 

（派遣要請） 

第８ 警察本部の課長又は沿岸警察署長は、特殊活動を行うため警備艇を使用する必要があ

ると認めるときは、警察用船舶管理要綱（昭和52年12月10日付け警発第662号）第20条

第１項の規定による手続をしなければならない。 

（指揮系統） 

第９ 警備艇による活動は、警備艇に乗務する警察官その他の職員（以下「乗務警察官等」

という。）のうちから配置先署長（第８の規定により派遣した場合にあつては、派遣先の

所属長）の指定した者が指揮して行うものとする。 

２ 前項の指揮に当たつては、海事諸法令に基づく船長の権限を妨げてはならない。 

（事件簿の引継ぎ） 

第10 乗務警察官等が、管轄水域外において事件、事故等を取り扱った場合は、関係書類

とともに発生地域又は検挙場所を管轄する警察署に引き継がなければならない。 

（報告）  

第11 配置先署長は、警備艇の運用状況を警備艇運用状況報告（別記様式第２号）により、

四半期ごとに翌月５日までに地域課長を経由して本部長に報告しなければならない。 

（活動日誌） 

第12 乗務警察官等は、警備艇活動の状況を警備艇活動日誌（別記様式第３号）に記録し

ておかなければならない。 

（その他） 

第13 乗務警察官等の勤務要領その他警備艇の運用について必要な事項は、配置先署長が

定めるものとする。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


